


淀川水系流域委員会 
委員会ニュース  No.1

淀川水系流域委員会 設立会

淀川水系流域委員会 設立会 審議骨子

河川管理者が主催し、委員会委員総数２２名のうち２０名が出席しました。主催者挨拶、委員会委
員の紹介、淀川水系流域委員会についての説明が行われ、淀川水系流域委員会規約（案）につい
て審議が行われ、委員会が設立されました。設立会の審議骨子は以下の通りです。

●委員の紹介

●淀川水系流域委員会について

・淀川水系流域委員会の設立趣旨について

・新しい河川整備の計画制度について

・淀川水系流域委員会準備会議からの答申について

・淀川水系流域委員会の審議対象範囲について

流域委員会規約（案）の規約第７条第２項を、「整備局長は、前項で定めら

れた内容に従って、情報公開する」と改める。

◆河川管理者より、以下について説明があった。

以上

◆流域委員会規約（案）について審議し、下記の訂正を行った上で、規約が決議された。

■審議内容

図 河川法改正の流れ

【近畿地方整備局資料より】

1

明治29年（1896年）

近代河川法の誕生

治水

昭和39年（1964年）

治水・利水の体系的
な制度の整備

・水系一貫管理制度の導入
・利水関係規定の整備

治水 利水＋

平成9年（1997年）

治水・利水・環境の
総合的な河川制度
の整備
・河川環境の整備と保全
・地域の意見を反映した河川
整備の計画制度の導入

治水 利水

環境

河川法改正の流れ
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淀川水系流域委員会 第１回委員会 審議骨子

淀川水系流域委員会が自ら主催し、委員会委員総数２２名のうち２０名が出席しました。委員長・
部会長選出、委員長挨拶の後、「委員会の情報公開」「委員会の庶務内容」「委員会の今後の進
め方」について審議が行われ、部会が発足しました。

・委員の互選により、流域委員会委員長は芦田和男（財団法人 河川環境管

理財団 研究顧問）、琵琶湖部会長は川那部浩哉（滋賀県立琵琶湖博物館

館長）、淀川部会長は寺田武彦（弁護士）、猪名川部会長は米山俊直（大

手前大学 学長）に決定した。

１．委員長・部会長の選出

・委員会や部会、そこでの会議内容は様 な々手段を通じて、可能な限り早期に

公開するものとし、ＮＧＯやＮＰＯへの情報提供も積極的に行う。

・会議開催直後には審議骨子を取りまとめ、記者発表を委員長が中心となって

行う。

・懇談会の開催など、住民からの意見聴取方法についても十分検討を行う。

２．委員会の情報公開について

・委員会および部会運営の庶務業務は、（株）三菱総合研究所が行う。運営方

法については当面は準備会議の方法を踏襲する。

３．淀川水系流域委員会の庶務業務について

・本日の部会発足会に引き続き、委員会と三部会の合同懇談会を開催する。

・次回委員会は、３月中の開催を目標とする。

４．淀川水系流域委員会の今後の進め方について

以上

淀川水系流域委員会 第１回委員会

設立会では、河川管理者から、淀川水系流域委員会の設立趣旨について、以下のような説明が
ありました。

国土交通省では、平成９年の河川法改正に伴い「河川整備基本方針」「河川整備
計画」を策定することとなりました。近畿地方整備局では、学識経験者や住民の皆様か
ら意見を頂いて、今後２０～３０年間の具体的な河川の整備内容を示す河川整備計画
を策定するため、各水系において、「流域委員会」の設置を予定しています。
淀川水系では、この流域委員会の設置に先立ち「淀川水系流域委員会準備会議」（議
長：芦田和男 財団法人 河川環境管理財団 研究顧問）を設置し、本年１月、準備
会議から淀川水系流域委員会のあり方についての答申を頂きました。
今回、近畿地方整備局では、この準備会議からの答申を受け、「淀川水系流域委員会」

を設置し、「淀川水系河川整備計画（案）【直轄管理区間を基本】」や関係住民の意
見の聴取方法・反映方法について意見等を頂くものです。

河川整備計画（直轄管理区間、近畿地方整備局策定）に対し、意見を言う。

関係住民等の意見聴取方法を提言する。

関係住民等の意見の反映方法に対し意見を言う。

流域委員会の公開

◆淀川水系流域委員会で審議する主な内容

※淀川水系流域委員会および準備会議については、参考資料２（P.１５）をご覧ください。

■設立の趣旨について

1

2

3

4

・ 淀川水系流域委員会設立会 議事次第
・ 淀川水系流域委員会について

※紙面の都合上、内容については省略しています。資料内容はホームページ
http://www.kkr.mlit.go.jp/river/yodoriver

にて公表しています。ご質問等のある方は庶務までご連絡下さい。
・ 淀川水系流域委員会第１回委員会 議事次第
・ 資料－1「流域委員会の情報公開について」
・ 資料－2「流域委員会の庶務について」

※紙面の都合上、内容については省略しています。資料内容はホームページ
http://www.kkr.mlit.go.jp/river/yodoriver

にて公表しています。ご質問等のある方は庶務までご連絡下さい。

■配布資料リスト

■配布資料リスト
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部会発足会では、河川管理者から、淀川水系流域委員会で審議する河川整備計画の範囲につ
いての説明がありました（下図参照）。

■淀川水系流域委員会で審議する河川整備計画の範囲について

■配布資料リスト

【近畿地方整備局資料より】

図 淀川水系流域委員会と部会

以上

河川管理者が主催し、委員会委員及び部会委員合わせて総数５３名のうち４５名が出席しました。
主催者挨拶、部会委員の紹介、琵琶湖、淀川、猪名川の各部会の部会長挨拶、淀川水系流域委員
会についての説明が行われました。

・淀川水系流域委員会の設立趣旨について

・新しい河川整備の計画制度について

・淀川水系流域委員会準備会議からの答申について

・淀川水系流域委員会の審議対象範囲について

・淀川水系流域委員会規約について

◆河川管理者より、以下についての説明の後、淀川水系流域委員会の３部会
（琵琶湖部会、淀川部会、猪名川部会）が発足した。

淀川水系流域委員会 部会発足会の内容

●部会委員の紹介
●淀川水系流域委員会について

◆意見として以下が出された。

・検討区域は直轄河川を対象とするが、流域全体を視野に入れて議論する必要
があり、関係府県、自治体等と連携を図る。
・多くの一般市民が傍聴できるように、部会の開催場所、開催時間、さらには情報
弱者に対する情報公開方法などにも配慮することが必要である。

淀川水系流域委員会 部会発足会

■部会発足会の内容

・ 淀川水系流域委員会部会発足会 議事次第
・ 淀川水系流域委員会について
・ 淀川流域の概要について

※紙面の都合上、内容については省略しています。資料内容はホームページ
http://www.kkr.mlit.go.jp/river/yodoriver

にて公表しています。ご質問等のある方は庶務までご連絡下さい。
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・動植物、土、石などを含めた自然を重視した河川管理を考えてほしい。

・河川管理を考える上で、最上流部に位置する森林の果たす役割が非常に大きい。

・河川というのは選択肢が多くなく、完全な解決方策というのは存在しない。

・１００年後の河川を考える意味で、子供たちへの教育が重要である。川で何かをするので  
はなく、川から何を学ぶか、子供たちが川を五感で感じながら川に近づいていくような環境
づくりと教育が必要である。

・流域は流域全体で考えるのは正しいが、例えば国が一元管理するとしたら危険を感じる。
全体を考えつつ、部分についても十分考慮して取り組みたい。

・いろいろな生き物がたくさん河川に棲めば、川のために何か貢献する。様 な々生物が川に
棲めるような川づくりに貢献したい。

・素足で歩いて源流まで行けるきれいな河川を、モデルケースとしてつくってほしい。そのことで、
川の新たな機能が発見できるかもしれない。

・昔の河川環境を取り戻す努力が必要であり、住民参加も共通の視点で川づくりに取り組
む必要がある。

・プログラム化されていない教育の場の提供により、子供たちが五感で川を感じるような川づ
くりが重要である。

・近代技術主義、自然保護主義のほかに、使いながら守っていくという生活環境主義の視
点が重要である。

・川や湖のそばにいると気持ちよく、健康的である。より多くの人が川に接する機会が増える
ような河川整備計画への意見を出していきたい。

・河川敷をゴルフ場やグラウンドなどとして利用するだけではなく、自然環境を重視した計画
が必要である。
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以上

淀川水系流域委員会が自ら主催し、委員会委員及び部会委員が出席し、「流域委員会のあり方」
等について意見交換が行われました。

淀川水系流域委員会 第１回合同懇談会

・懇談会を多く行うなど、住民の意見を多く聴取する。

・下流側の水質保全を考える上で、上流地域住民との意見交換が重要である。

・自然環境保全の意識が高いエリアの住民意見をできるだけ多く反映させたい。

・一本の河川に複数の管理者が存在する場合、管理者同士の連携を図ってもらいたい。

・鴨川保全条例を策定し、下流に住む人たちにきれいな水を流すことを考えたらどうか。

・河川管理者である近畿地方整備局の変わりぶりが非常に大きく吃驚している。

・対立的な形ではない住民意見の出し方を考える必要がある。

・知識の少ない一般市民が関心を持ち始められるような広報が重要である。

・河川には様 な々人が関わっていることを認識し、河川と市民の関わりを取り戻していく努力が
必要である。

・理念ではなく、市民が主体的に関われる川づくりが必要である。公共側も意識の変化が十分
見られる。

・治水、利水、環境への住民の価値観をいかに高めていくかが重要である。

・行政、委員を含めた懇親の場を多く設けることで、対話の機会を増やしてほしい。

・実際に現場を見ながら話をするなど、現場に近いところで議論をしたい。

・行政側は、管理主体のローマ的思想から、川を使いながら守っていくアジアモンスーン的思想
により川づくりを考えていく必要がある。

・河川らしい植物が減っており、河川を感じられるような河原の自然を取り戻したい。

・全国的にも珍しい都市部の水瓶である琵琶湖を水源とした淀川水系の特質として考えたい。

・琵琶湖の水質変化により鮎が影響を受けているが、それらはいずれ市民に影響を及ぼす。

・昔の河川環境が著しく悪化したことが環境に対するこだわりが高くなった原因。
バックグラウンドが様 な々委員の広範な意見を、いかに川づくりに反映させていくかは難しいが、
努力したい。

・情報公開の方法など画期的なところもあり、自分の経験をもとに意見を出していきたい。

・漁業関係者が二人と少ないが、自分のこれまでの経験や知識を出していきたい。

・堤防や河川敷などは、子供への環境教育の場としても重要である。

・河川幅を３倍ぐらい拡幅するぐらいでないと、洪水防御、子供の遊び場等が確保できない。
本物の河川を取り戻したい。

・土地、地域など河川以外の事項についても広範に問題を考えていく必要がある。高い経済
成長が望めない今後の日本の姿を踏まえ、河川整備計画を考える必要がある。

◆合同懇談会において自由に意見交換を行った。出された主な意見は次の通りである。

淀川水系流域委員会 第１回合同懇談会における主な内容

配布資料はありません。

■配布資料リスト
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 参考資料１：淀川水系流域委員会 規約

第１条 河川法（昭和39年法律第167号）第十六条の二第３項に規定する趣旨に基づき、近畿地方整

備局長（以下「整備局長」という。）が「淀川水系流域委員会」（以下「委員会」という。）を設置

する。

第２条 委員会は、淀川水系河川整備計画【直轄管理区間を基本】の策定にあたり、同河川整備計画

について意見を述べるとともに、関係住民の意見の反映方法について意見を述べることを目的と

する。

第３条 委員会は、委員会での審議、部会から報告を受けた事項に関する審議、調整を行い、委員会と

しての意思決定を行う。

２．委員会は、部会に対して審議する事項について指示する。

３．委員会委員は、別表―１に示す者とする。委員会委員の任期は２年とし、再任を妨げない。

４．委員会は、委員総数の過半数の出席をもって成立する。なお、委員の代理出席は認めない。

５．委員会の意思決定は出席委員の過半数をもって行うが、少数意見がある場合にはこれを付する。

６．委員会は、審議しようとする事項について必要と認める場合は専門的知識を有する具体的候

補を選定のうえ、委員会委員又は部会委員として追加するよう整備局長に要請することができる。

第４条 委員会の下部組織として、琵琶湖部会、淀川部会、猪名川部会を設ける。

２．委員会の判断により必要に応じて部会を細分することができる。

３．部会は、委員会からの指示された事項及び委員会了承を得た部会独自の必要判断事項につ

いて、地域の特性を十分に考慮した議論を行い、委員会に報告する。

４．部会委員は、別表―２に示す者とする。部会委員の任期は２年とし、再任を妨げない。

５．部会は、委員総数の過半数の出席をもって成立する。なお、委員の代理出席は認めない。

６．部会から委員会への報告内容の決定は出席委員の過半数をもって行うが、少数意見がある

場合にはこれを付する。

 

第５条 委員会には委員長を置き、各部会には部会長を置く。

２．委員長及び部会長は、委員会で委員の互選により定める。

３．委員長は、委員会の会務を総括する。

４．部会長は、部会の会務を総括する。

５．委員長に事故がある時は、委員長があらかじめ指名する委員会委員がその職務を代理する。

６．部会長に事故がある時は、部会長があらかじめ指名する委員会委員がその職務を代理する。
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（設 置）

（目 的）

（委員会）

（部 会）

（委員長及び部会長）

合同懇談会の閉会後、芦田委員長、川那部琵琶湖部会長による記者説明会が行われました。

記者説明会

第2回淀川水系流域委員会開催のお知らせ

第２回淀川水系流域委員会が、下記の通り開かれます。傍聴をご希望の方、もしくは委員会への
ご意見等をいただける方は、下記宛先まで電子メールまたはFAXでお申し込み下さい（FAXでお
申し込みの場合は、別紙のFAX送信票をお使いください）。ただし、会場の都合により、応募者多数
の場合は、抽選とさせていただきますので、あらかじめご了承下さい。

日 時：2001年４月12日（木） 14：00～

場 所：新・都ホテル 地階 「陽明殿」
（JR京都駅八条口、TEL：075-661-7111）
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 【別表－１】 流域委員会委員

（五十音順、敬称略）

注：対象分野欄の（ ）は委員の専門を示しています。

第６条 委員会は、委員長が招集し運営する。部会は、部会長が招集し運営する。

２．委員長は、必要に応じて２以上の部会の合同部会を開くことができる。

３．委員長は、必要に応じて部会に出席し、発言できる。

４．委員長は、必要に応じて委員会に部会委員の出席、発言を求めることができる。

５．委員長及び部会長は、必要に応じて部会に所属部会以外の者の出席、発言を求めることがで

きる。

６．河川管理者は、委員の要請に対して積極的に発言するほか、委員長、部会長の許可を得て自

ら発言できる。

７．委員長及び部会長は、一般の傍聴者に対して発言の機会を設ける。

８．委員会は、積極的に関係住民の意見を聴取することを原則とする。

第７条 委員会及び部会は原則公開とし、公開する情報及び情報公開方法について委員会で定める。

２．整備局長は、前項で定められた内容に従って、情報公開する。

第８条 委員会の庶務は、近畿地方整備局が委託した民間企業が委員長及び部会長の指示を受け

中立的立場で行う。

第９条 本規約の改正は、委員会委員総数の三分の二以上の同意を得てこれを行う。

 

第10条 本規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定

めるが、その際、付録に示す淀川水系流域委員会準備会議の答申、準備会議資料及び議事録を

参考にする。

（施行期日）

この規約は、平成１３年２月１日から施行する。

（議事）

（庶務）

（規約の改正）

（雑則）

付則

付録

（情報公開）

・ 淀川水系流域委員会のあり方について（答申）

・ 第１回淀川水系流域委員会準備委員会資料及び議事録

・ 第２回淀川水系流域委員会準備委員会資料及び議事録

・ 第３回淀川水系流域委員会準備委員会資料及び議事録

・ 第４回淀川水系流域委員会準備委員会資料及び議事録



12 13

 【別表－2】 部会委員

注：対象分野欄の（ ）は委員の専門を示しています。

注：対象分野欄の（ ）は委員の専門を示しています。

（五十音順、敬称略） （五十音順、敬称略）琵琶湖部会委員 淀川部会委員

淀川水系流域委員会 
委員会ニュース  No.1

淀川水系流域委員会 
委員会ニュース  No.1



淀川水系流域委員会 
委員会ニュース  No.1

淀川水系流域委員会 
委員会ニュース  No.1

国土交通省では、平成９年の河川法の改正に伴い「河川整備基本方針」「河川整備計画」を策
定することになりました。
近畿地方整備局では、学識経験者や住民の皆様の意見を頂き、20～30年間の具体的な河川整

備計画を策定するため、各水系において、「流域委員会」の設置を予定しており、淀川水系では、準
備会議からの提言を受け、「淀川水系流域委員会」を設置することになりました。

表 準備会議委員名簿

◆淀川水系流域委員会とは

◆準備会議の目的

◆準備会議の委員

◆流域委員会と準備会議の関係

芦田 和男 京都大学 名誉教授（財団法人 河川環境管理財団 研究顧問）

川那部 浩哉 京都大学 名誉教授（滋賀県立琵琶湖博物館 館長）

寺田 武彦 弁護士（日弁連公害対策・環境保全委員会元委員長）

米山 俊直 京都大学 名誉教授（大手前大学 学長）

氏 名 所 属

準備会議は、淀川水系河川整備計画の作成にあたって、関係住民の意見の反映方法について
提言するとともに、「淀川水系流域委員会」のあり方（構成、メンバー等）についても提言を行いました。
提言内容は「淀川水系流域委員会のあり方について」としてとりまとめ、平成13年１月11日に芦田議
長より近畿地方整備局長に対して答申を行いました。

準備会議は、淀川水系に関して学識経験を有する次の４名の委員で構成されていました。

14 15

（五十音順、敬称略）

準備会議

主な審議内容

・流域委員会の組織構成について

・流域委員会の情報公開・住民意見
の聴取方法について

・流域委員会の委員について
など

主な審議内容（予定）

・河川整備計画（原案）への意見

・住民意見の聴取方法について

・住民意見の反映方法について

など

準
備
会
議
の
設
立

H１２年７月２６日 ７月～H１３年１月 １月１１日

準
備
会
議
の
開
催（
５
回
）

淀
川
水
系
流
域
委
員
会
の

あ
り
方
に
つ
い
て（
答
申
）

流域委員会

淀
川
水
系
流
域
委
員
会

の
開
催

淀
川
水
系
流
域
委
員
会

の
設
立

（五十音順、敬称略）

注：対象分野欄の（ ）は委員の専門を示しています。

猪名川部会委員
 参考資料２：淀川水系流域委員会および準備会議について

２月１日



淀川水系流域委員会 
委員会ニュース  No.1

淀川水系流域委員会 庶務宛
（（株）三菱総合研究所 関西研究センター 安達、安藤、北林）

１．第２回淀川水系流域委員会への傍聴を希望されますか。

3．下記にご記入下さい。（会議の傍聴を希望される方は、必ず ～  全てにご記入下さい）

２．淀川水系流域委員会へのご意見等ございましたら、ご記入下さい。

・はい ・いいえ

団体・会社名（   ）

ご住所 〒

ＴＥＬ（ ）

お名前（複数名での傍聴を申し込まれる場合には、全ての方のお名前をお書き下さい。）

淀川水系流域委員会〔第２回委員会〕
傍聴申し込み・ご意見用ＦＡＸ送信票

ＦＡＸ：06－6341－5984

1

1 4

2

3

4

別 紙

（  ）



淀川水系流域委員会 委員会ニュース No.1

淀川水系流域委員会
淀川水系流域委員会 庶務
株式会社 三菱総合研究所 関西研究センター

研 究 員：恩地、新田、柴崎、原
事務担当：安達、安藤、北林

〒530-0003 大阪市北区堂島２-２-２（近鉄堂島ビル７Ｆ）

TEL:（06）6341-5983  FAX:（06）6341-5984

  E‐mail：k-kim@mri.co. jp

●流域委員会ホームページアドレス
http://www.kkr.mlit.go.jp/river/yodoriver
3月上旬よりhttp//:www.yodoriver.orgに変更いたします。

【編集・発行】
【連 絡 先】

2001年2月発行
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